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【1 分解説】成年後見制度とは？ 

 経済調査部 マネジャー 城石 和秀 

 

 成年後見制度とは、認知症や知的障害等のため財産管理や契約締結等の法律行為を

一人で行うことが難しい人を法的に保護し、その意思を尊重しながら支援することを

目的にした制度です。 

かつては禁治産制度がありましたが、これは家族の財産を守るという側面が強く、

本人の生活状況等への配慮が不十分との批判がありました。そこで、1999年12月の民

法改正により成年後見制度に改められ、療養看護等に関する事務や財産管理における

本人の意思の尊重、生活状況等への配慮が条文に明記されるなどの改善が図られまし

た。しかし、政府や有識者の間では、普及はまだ不十分とみられています。 

普及が進まない理由としては、制度が周知されていないことのほか、「親族ではなく、

事情を知らない弁護士等の専門職が後見人に選任される」「財産処分の制限のため、自

宅を処分して高齢者施設に入居することはもちろん、孫にお小遣いを与えることさえ

できなくなる」等の懸念が持たれていることが挙げられます。担い手からは、煩雑な

報告事務等も問題といわれています。なお、国際連合の「障害者の権利に関する委員

会」は、昨年10月、現行制度は障害者の権利を守っていないと指摘しています。 

制度のあり方については、現在、政府の専門家会議で議論が進められていますが、

以上の問題の方向感は、まだみえていないのが現状です。 

 

 

 （出所）三省堂「模範六法 平成９年版」、e-Gov ポータルより第一生命経済研究所作成 

資料 民法改正による文言の変更 （例：第858条第1項） 

改正前
禁治産者の後見人は、禁治産者の資力に応じて、その療養看護に努めな

ければならない。

改正後

成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する

事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心

身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。


